
議案第２号 

 

 

 

明石市保健所設置条例の一部を改正する条例制定のこと 

 

明石市保健所設置条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和８年２月１９日提出 

 

 

 

                明石市長   丸  谷  聡  子 



明石市保健所設置条例の一部を改正する条例 

明石市保健所設置条例（平成２９年条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

改   正 現   行 

（使用許可等） （使用許可等） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当すると

きは、前項の許可（以下「使用許可」という。）

をしない。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当すると

きは、前項の許可（以下「使用許可」という。）

をしない。 

（削 る） (１) 営利を目的として事業を営む者が、物

品の販売その他の営業行為（前条第１項に

規定する多目的ホールの設置目的に合致し

ないものに限る。）を行うために使用する

ものと認めるとき。 

(１) （略） (２) （略） 

(２) （略） (３) （略） 

(３) 保健衛生団体、福祉団体その他市長が

別に定める者以外の者が、保健所の執務時

間中に使用しようとするとき（準備のため

に使用しようとするときを除く。）。 

（新 設） 

(４) （略） (４) （略） 

３ （略） ３ （略） 

第５条～第14条 （略） 第５条～第14条 （略） 
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別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 

１ 多目的ホールの使用料 １ 多目的ホールの使用料 

 

使 用

区 分 

午 前 午 後 夜 間 
午前・

午 後 

午後・

夜 間 
全 日 

超 過

金 額 

  

使 用

区 分 

午 前 午 後 夜 間 
午前・

午 後 

午後・

夜 間 
全 日 

超 過

金 額 

 

 午前９

時から

正午ま

で 

午後１

時から

午後５

時まで 

午後６

時から

午後９

時まで 

午前９

時から

午後５

時まで 

午後１

時から

午後９

時まで 

午前９

時から

午後９

時まで 

30分に

つき 

  午前９

時から

正午ま

で 

午後１

時から

午後５

時まで 

午後６

時から

午後９

時まで 

午前９

時から

午後５

時まで 

午後１

時から

午後９

時まで 

午前９

時から

午後９

時まで 

30分に

つき 

 

 全

面

使

用 

営

業

行

為 

66,600

円 

88,700

円 

66,600

円 

154,900

円 

154,900

円 

221,500

円 

11,200

円 

  全面

使用 

22,000

円 

29,300

円 

22,000

円 

51,200

円 

51,200

円 

73,200

円 

3,700

円 

 

 営

業

行

為

以

外 

22,000

円 

29,300

円 

22,000

円 

51,200

円 

51,200

円 

73,200

円 

3,700

円 

   

 １

／

２

面

使

用 

営

業

行

為 

33,300

円 

44,200

円 

33,300

円 

77,500

円 

77,500

円 

110,800

円 

5,400

円 

  １／

２面

使用 

11,000

円 

14,600

円 

11,000

円 

25,600

円 

25,600

円 

36,600

円 

1,800

円 

 

 営

業

行

11,000

円 

14,600

円 

11,000

円 

25,600

円 

25,600

円 

36,600

円 

1,800

円 

   

2



為

以

外 

 １

／

４

面

使

用 

営

業

行

為 

16,600

円 

22,100

円 

16,600

円 

38,700

円 

38,700

円 

55,400

円 

2,700

円 

  １／

４面

使用 

5,500

円 

7,300

円 

5,500

円 

12,800

円 

12,800

円 

18,300

円 

900円  

 営

業

行

為

以

外 

5,500

円 

7,300

円 

5,500

円 

12,800

円 

12,800

円 

18,300

円 

900円    

 １

／

８

面

使

用 

営

業

行

為 

8,500

円 

11,200

円 

8,500

円 

19,400

円 

19,400

円 

27,800

円 

1,500

円 

  １／

８面

使用 

2,800

円 

3,700

円 

2,800

円 

6,400

円 

6,400

円 

9,200

円 

500円  

 営

業

行

為

以

外 

2,800

円 

3,700

円 

2,800

円 

6,400

円 

6,400

円 

9,200

円 

500円    

備考 

(１) 多目的ホールの運営上支障がない場合に限り、この表の各使用

備考 多目的ホールの運営上支障がない場合、この表の各使用区分の欄

に掲げる使用時間を超過し、又は繰り上げて使用することができるも
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区分の欄に掲げる使用時間を60分まで超過し、又は繰り上げて使用

することができるものとする。この場合において、使用時間外の使

用（以下「時間外使用」という。）に係る使用料は、超過金額の欄

に掲げる額とし、時間外使用の時間に30分未満の端数を生じたとき

は、これを30分に切り上げて計算する。 

のとする。この場合において、使用時間外の使用（以下「時間外使用」

という。）に係る使用料は、超過金額の欄に掲げる額とし、時間外使

用の時間に30分未満の端数を生じたときは、これを30分に切り上げて

計算する。 

(２) 「営業行為」とは、次のアからウまでのいずれかに該当する行

為（準備を含む。）をいう。 

ア 入場料、出展料その他名称のいかんを問わずこれらに類するも

のを徴収する行為 

イ 商品の展示又は販売を目的とする行為 

ウ 企業、団体等の宣伝又は勧誘を行う行為 

 

２～３ （略） ２～３ （略） 

  

備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年５月１日から施行する。 

 

 

 

 （提案理由） 

 本案は、公共施設の有効活用の観点から多目的ホールの使用の許可に係る要件等を改めるため、条例の一部を改正しようとするもので

ある。 
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